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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　保存料、甘味物質および苦味物質を含み、
　ショ糖換算の質量ｐｐｍで表される甘味度と苦味価（ＢＵ）との比率である甘味度／苦
味価の値が、１００～１２００であり、
　前記保存料の含有量が、１０～１０００質量ｐｐｍである、容器詰ノンアルコールビー
ルテイスト飲料。
【請求項２】
　前記甘味物質の含有量がショ糖換算で１０００～２００００質量ｐｐｍである、請求項
１に記載の容器詰ノンアルコールビールテイスト飲料。
【請求項３】
　前記苦味価が１０～５０ＢＵｓである、請求項１または２に記載の容器詰ノンアルコー
ルビールテイスト飲料。
【請求項４】
　前記甘味物質が、グルコース、マルトース、アセスルファムＫおよびスクラロースから
なる群から選択される少なくとも一種である、請求項１～３のいずれか一項に記載の容器
詰ノンアルコールビールテイスト飲料。
【請求項５】
　前記保存料が、安息香酸、安息香酸塩類および安息香酸エステル類からなる群から選択
される少なくとも一種である、請求項１～４のいずれか一項に記載の容器詰ノンアルコー
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ルビールテイスト飲料。
【請求項６】
　前記保存料の含有量が、安息香酸換算で１０～１０００質量ｐｐｍである、請求項５に
記載の容器詰ノンアルコールビールテイスト飲料。
【請求項７】
　前記苦味物質が、ホップ由来の成分である、請求項１～６のいずれか一項に記載の容器
詰ノンアルコールビールテイスト飲料。
【請求項８】
　前記ホップ由来の成分がイソα酸を含む、請求項７に記載の容器詰ノンアルコールビー
ルテイスト飲料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、容器詰ノンアルコールビールテイスト飲料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ビールなどのビールテイスト飲料に求められる消費者の要求は多様化している。それに
伴い、ビールテイスト飲料の供給方法も多様化している。
　従来ビールテイスト飲料は、一般的に缶や瓶に密封されて供給されていたが、近年では
樽などの容器詰の状態で流通し、ディスペンサー等を用いて供給される場合もある。この
ような経路で供給される場合、通常の缶や瓶での場合と異なり、ディスペンサーに接続し
た状態で開封後一定期間提供されることとなる。その場合、微生物の増殖などによる変敗
等のリスクが高まるため、安息香酸ナトリウム等の保存料を添加して微生物の増殖を抑制
する必要が生じる。したがって、保存料を含むビールテイスト飲料が検討されている（例
えば、特許文献１）。
【０００３】
　しかしながら、食品用の保存料は特有の呈味を有する場合があるため、そのような呈味
を他の原料と組み合わせることで改善する試みがなされている（例えば、特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第５２４９１９７号公報
【特許文献２】特公平０２-２０２３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ビールテイスト飲料に用いられる保存料としては、製品中の保存性を高め、微生物増殖
を抑制する効果を持つ安息香酸類が用いられる場合が多く、安息香酸類は一般的には安息
香酸塩類の形で添加される。安息香酸塩類の中でもナトリウム塩である安息香酸ナトリウ
ムを用いる場合が多いが、安息香酸類等の保存料には収斂味があり、香味への悪影響があ
るためビールテイスト飲料に使用する場合には少量しか添加できず、十分な保存性を得ら
れない虞がある。したがって、保存料を添加することによって生じる収斂味がマスキング
された、容器詰に適したビールテイスト飲料が求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明はこのような課題を解決するためになされたものであり、本発明者らが誠意検討
した結果、甘味物質を添加することである程度の収斂味が抑えられることを知得した。一
方で、甘味物質のみの添加で収斂味を抑えようとすると、多量に甘味物質を入れる必要が
あり、収斂味を抑えつつ適度な甘さに調節することが困難であった。この点について本発
明者らがさらに誠意検討した結果、ある程度の甘味物質に対して苦味物質を所定の比率で
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添加することで、収斂味を抑えつつ適度な甘さに調節することができることを知得した。
通常、苦味物質だけを添加した場合、収斂身と苦味が合わさり、後味が悪化することから
、本発明のように甘味物質と苦味物質を所定の比率で加えることによって収斂味を改善す
ることができる点は、予想外の結果であった。本発明はこれらの知見に基づくものである
。
【０００７】
　本発明には以下の態様の発明が含まれる。
［１］  
　保存料、甘味物質および苦味物質を含み、
　ショ糖換算の質量ｐｐｍで表される甘味度と苦味価（ＢＵ）との比率である甘味度／苦
味価の値が、１００～１２００である、容器詰ノンアルコールビールテイスト飲料。  
［２］
　前記甘味物質の含有量がショ糖換算で１０００～２００００質量ｐｐｍである、［１］
に記載の容器詰ノンアルコールビールテイスト飲料。     
［３］
　前記苦味価が１０～５０ＢＵｓである、［１］または［２］に記載の容器詰ノンアルコ
ールビールテイスト飲料。
［４］
　前記甘味物質が、グルコース、マルトース、アセスルファムＫおよびスクラロースから
なる群から選択される少なくとも一種である、［１］～［３］のいずれかに記載の容器詰
ノンアルコールビールテイスト飲料。     
［５］
　前記保存料が、安息香酸、安息香酸塩類および安息香酸エステル類からなる群から選択
される少なくとも一種である、［１］～［４］のいずれかに記載の容器詰ノンアルコール
ビールテイスト飲料。  
［６］
　前記保存料の含有量が、１０～１０００質量ｐｐｍである、［１］～［５］のいずれか
に記載の容器詰ノンアルコールビールテイスト飲料。
［７］
　前記保存料の含有量が、安息香酸換算で１０～１０００質量ｐｐｍである、［５］に記
載の容器詰ノンアルコールビールテイスト飲料。
［８］
　前記苦味物質が、ホップ由来の成分である、［１］～［７］のいずれかに記載の容器詰
ノンアルコールビールテイスト飲料。  
［９］
　前記ホップ由来の成分がイソα酸を含む、［８］に記載の容器詰ノンアルコールビール
テイスト飲料。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の一態様によれば、保存料を添加することによって生じる収斂味がマスキングさ
れた、容器詰ノンアルコールビールテイスト飲料を提供できる。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
１　容器詰ノンアルコールビールテイスト飲料
　本発明の容器詰ノンアルコールビールテイスト飲料は、保存料、甘味物質および苦味物
質を含み、ショ糖換算の質量ｐｐｍで表される甘味度と苦味価（ＢＵ）との比率である甘
味度／苦味価の値が、１００～１２００である飲料である。
【００１０】
　本明細書において、「ノンアルコールビールテイスト飲料」とは、ビール様の風味をも
つノンアルコールの炭酸飲料をいう。つまり、本明細書のノンアルコールビールテイスト
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飲料は、特に断わりがない場合、酵母による発酵工程の有無に拘わらず、ビール風味を有
するいずれのノンアルコールの炭酸飲料をも包含する。本発明のノンアルコールビールテ
イスト飲料の種類としては、例えば、ノンアルコールのビールテイスト飲料（アルコール
含有量が０．０５ｖ／ｖ％未満のビールテイスト飲料）、ビールテイストの清涼飲料など
も含まれる。
【００１１】
　本発明の容器詰ノンアルコールビールテイスト飲料のアルコール含有量は０．０５ｖ／
ｖ％未満であることが好ましく、さらに０．００ｖ／ｖ％であることが好ましい。なお本
明細書において、アルコール含有量は体積／体積基準の百分率（ｖ／ｖ％）で示されるも
のとする。また、飲料のアルコール含有量は、公知のいずれの方法によっても測定するこ
とができるが、例えば、振動式密度計によって測定することができる。
【００１２】
　本発明の容器詰ノンアルコールビールテイスト飲料は、容器詰の態様に特に適している
。容器の例としては、ビン、缶、または樽が挙げられるが、特に樽での使用に適している
。また、本発明の容器詰ノンアルコールビールテイスト飲料の容器として、再栓が可能な
容器も好適に用いることができ、そのような容器としてはスクリューキャップ付きのビン
、ボトル缶またはペットボトル等が挙げられる。樽などの容器詰の状態で流通し、ディス
ペンサー等を用いて供給される場合、ディスペンサーに接続した状態で開封後一定期間提
供されることとなる。また、再栓が可能な容器詰の状態で流通する場合も、消費者が一旦
開封した後に蓋を閉じて一定期間保存する場合がある。そのような場合、微生物の増殖な
どによる変敗等のリスクが高まるため、安息香酸ナトリウム等の保存料を添加して微生物
の増殖を抑制する必要が生じる。ここで、安息香酸類には収斂味があり、香味への悪影響
を及ぼす恐れがあるが、本発明のノンアルコールビールテイスト飲料はこのような収斂味
を効果的にマスキングすることができるため、香味への悪影響を抑えつつ微生物の増殖を
抑制することができる。このことから、本発明の容器詰ノンアルコールビールテイスト飲
料は、容器詰の態様に特に適している。
【００１３】
　本発明の容器詰ノンアルコールビールテイスト飲料は、ショ糖換算の質量ｐｐｍで表さ
れる甘味度と苦味価（ＢＵ）との比率である甘味度／苦味価の値が、１００～１２００で
ある。甘味度／苦味価の値がこの範囲内であれば、保存料を添加することによって生じる
収斂味が効果的にマスキングされる。甘味度／苦味価の値は、好ましくは１００～１００
０であり、より好ましくは１５０～８００である。
【００１４】
　本明細書において「甘味度」とは、製品の甘さをスクロース（ショ糖）の甘さに換算し
た値である。種々の甘味物質のショ糖換算の甘味度は、公知文献（村上ら、「甘い糖と甘
くない糖」、生物工学会誌、公益社団法人 日本生物工学会、2011年、第89巻第8号、p.48
6-490や、精糖工業会、「甘味料の総覧」等）から調べることができる。例えば、スクロ
ースの甘さを１とした場合、一般的な甘味物質の甘さは下表のとおりである。ただし、本
発明の容器詰ノンアルコールビールテイスト飲料に使用可能な甘味物質は下表のものに限
定されず、当業者であれば上記の公知文献等の記載から下表に示した以外の甘味物質も使
用することができる。
【表１】



(5) JP 6766187 B2 2020.10.7

10

20

30

40

50

 
【００１５】
  本明細書において、「苦味価」とは、イソフムロンなどのイソα酸類によってもたらさ
れる苦味の指標である。苦味価は、「ＢＣＯＪビール分析法（２００４．１１．１  改訂
版）  ８．１５  苦味価」の項に記載の方法に従って測定することができる。脱ガスした
サンプルに酸を加えた後イソオクタンで抽出し、得られたイソオクタン層の吸光度をイソ
オクタンを対照にして２７５ｎｍで計測し、ファクターを乗じて苦味価（ＢＵ）を得るこ
とができる。苦味価は、甘味度／苦味価の値として、１００～１２００を満たしていれば
特に限定されないが、好ましくは１０～５０ＢＵｓ、より好ましくは１５～３０ＢＵｓで
ある。
【００１６】
　本発明の容器詰ノンアルコールビールテイスト飲料に含まれる、保存料、甘味物質およ
び苦味物質については、「１．１原材料」において詳述する。
【００１７】
１．１　原材料
　本発明のノンアルコールビールテイスト飲料の原材料としては保存料、甘味物質および
苦味物質が用いられる。その他に一般的なノンアルコールビールテイスト飲料の原材料と
して用いられる、水、穀物、水溶性食物繊維および各種添加物等を用いてもよい。
【００１８】
　保存料としては、特に限定されないが、安息香酸、安息香酸塩類および安息香酸エステ
ル類からなる群から選択される少なくとも一種の保存料が好ましい。安息香酸塩類として
は安息香酸ナトリウム等が挙げられ、安息香酸エステル類としてはパラオキシ安息香酸プ
ロピルおよびパラオキシ安息香酸ブチル等が挙げられる。また、市販の製剤として、強力
サンプレザー（三栄源社製；安息香酸ナトリウムと安息香酸ブチルの混合品）もよく用い
られる。
【００１９】
　保存料の含有量は、特に限定されないが、１０～１０００質量ｐｐｍであることが好ま
しく、１００～７００質量ｐｐｍであることがより好ましい。また、保存料として安息香
酸類の保存料を使用する場合には、保存料の含有量は、安息香酸換算で１０～１０００質
量ｐｐｍであることが好ましく、６０～６００質量ｐｐｍであることがより好ましい。安
息香酸換算の含有量は、安息香酸類の保存料の含有量から算出することができる。例えば
保存料として安息香酸ナトリウム（分子量：１４４．１１g/mol）を用いた場合、下記式
によって安息香酸（分子量：１２２．１２g/mol）換算の含有量を算出することができる
。
安息香酸換算の含有量(質量ppm) ＝　安息香酸ナトリウムの含有量(質量ppm)×［（安息
香酸の分子量(g/mol)）／（安息香酸ナトリウムの分子量(g/mol)）］
【００２０】
　甘味物質としては、特に限定されないが、例えば糖類やその他の甘味料が含まれる。糖
類としては、穀物由来のデンプンを酸または酵素などで分解した市販の糖化液や、市販の
水飴などがあげられる。このとき、糖類の形態は、溶液などの液状または粉末などの固形
物状など、どのような形態であってもよい。また、デンプンの原料穀物の種類、デンプン
の精製方法および酵素や酸による加水分解などの処理条件についても特に制限はない。例
えば、酵素や酸による加水分解の条件を工夫することにより、マルトースの比率を高めた
糖類を用いてもよい。その他、マルトース、スクロース、フルクトース、グルコース、マ
ルチュロース、トレハロース、トレハルロース、マルトトリオースおよびこれらの溶液（
糖液）などを用いることができる。甘味物質としては、上記の糖類の他に、エリスリトー
ル、キシリトールおよびマンニトールなどの糖アルコールや、アセスルファムＫ、スクラ
ロース、アスパルテームおよびネオテームなどの合成甘味料や、ステビア抽出物、甘草抽
出物および羅漢果抽出物などの天然甘味料を用いることができる。甘味物質としては、上
記の甘味物質から選択される一種の甘味物質を用いてもよく、または、複数の甘味物質を
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組み合わせて用いてもよい。好ましくは、甘味物質は、グルコース、マルトース、アセス
ルファムＫおよびスクラロースからなる群から選択される少なくとも一種である。
【００２１】
　甘味物質の含有量は、甘味度／苦味価の値として、１００～１２００を満たしていれば
特に限定されないが、好ましくはショ糖換算で１０００～２００００質量ｐｐｍであり、
より好ましくは２０００～１００００質量ｐｐｍである。甘味物質の含有量をこの範囲と
することで、ノンアルコールビールテイスト飲料の甘さを抑えることができ、ノンアルコ
ールビールテイスト飲料としての味の総合評価がより良好となる。
【００２２】
　苦味物質としては、特に限定されず、通常のビールや発泡酒の原料として用いられる苦
味料を用いることができる。例えば、ホップ由来の成分、クワシン、ナリンギン、柑橘抽
出物、ニガキ抽出物、コーヒー抽出物、茶抽出物、ゴーヤ抽出物、ハス胚芽抽出物、キダ
チアロエ抽出物、ニガヨモギ抽出物、マンネンロウ抽出物、レイシ抽出物、ローレル抽出
物、セージ抽出物、キャラウェイ抽出物、イソフムロン類および還元型イソフムロン類等
が挙げられる。好ましくは、苦味物質としてホップ由来の成分を含有する。ホップとは、
ビールなどの製造に使用される通常のペレットホップ、ベールホップ、ホップエキス、ホ
ップ加工品（イソ化ホップ、ヘキサホップ、テトラホップ）などをいう。ホップ由来の成
分としては、イソα酸およびα酸の少なくとも一種を含むことが好ましく、イソα酸を含
むことがより好ましい。
【００２３】
　苦味物質の含有量は、甘味度／苦味価の値として、１００～１２００を満たしていれば
特に限定されないが、苦味価として、好ましくは１０～５０ＢＵｓ、より好ましくは１５
～３０ＢＵｓ、を示す量である。
【００２４】
　穀物としては、例えば、麦（大麦、小麦、ライ麦、ハト麦、カラス麦、オート麦、エン
麦およびそれらの麦芽など）、米（白米、玄米など）、とうもろこし、こうりゃん、ばれ
いしょ、豆（大豆、えんどう豆など）、そば、ソルガム、粟、ひえおよびそれらから得ら
れたデンプンならびにこれらの抽出物（エキス）などがあげられる。
【００２５】
　麦芽とは、大麦、小麦、ライ麦、ハト麦、カラス麦、オート麦およびエン麦などの麦類
の種子を発芽させて乾燥させ、除根したものをいい、産地や品種は、いずれのものであっ
てもよい。本発明においては、好ましくは大麦麦芽を用いる。大麦麦芽は、日本のノンア
ルコールビールテイスト飲料の原料として最も一般的に用いられる麦芽の１つである。大
麦には、二条大麦、六条大麦などの種類があるが、いずれを用いてもよい。さらに、通常
麦芽のほか、色麦芽なども用いることができる。なお、色麦芽を用いる際には、種類の異
なる色麦芽を適宜組み合わせて用いてもよいし、一種類の色麦芽を用いてもよい。
【００２６】
　また、難消化性デキストリン、ポリデキストロース、グアーガム分解物、ペクチン、グ
ルコマンナン、アルギン酸、ラミナリン、フコイジン、カラギーナンなどの水溶性食物繊
維を用いることもできる。これらのうち、安定性や安全性などの汎用性の観点から、難消
化性デキストリン、ポリデキストロースが好ましい。
【００２７】
１．２　炭酸ガス
　本発明の容器詰ノンアルコールビールテイスト飲料に含まれる炭酸ガスは、原材料に含
まれる炭酸ガスを利用してもよく、また、炭酸水との混和または炭酸ガスの添加などで溶
解させてもよい。
　本発明の容器詰ノンアルコールビールテイスト飲料に含まれる炭酸ガスは、原材料に発
酵液を用いた場合、発酵工程で炭酸ガスが発生するため、当該炭酸ガスをそのまま用いる
ことができる。また、原材料に非発酵液を用いた場合、発酵工程で発生する炭酸ガスを利
用できないため、非発酵液と炭酸水との混和、または非発酵液に炭酸ガスの添加によって
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、容器詰ノンアルコールビールテイスト飲料に炭酸ガスを溶解させることができる。
【００２８】
　本発明の容器詰ノンアルコールビールテイスト飲料に含まれる炭酸ガスの量は、飲料の
炭酸ガス圧によって表され、これは、本発明の効果を妨げない限り、特に限定されない。
典型的には、飲料の炭酸ガス圧の上限は４．０ｋｇ／ｃｍ２、３．４ｋｇ／ｃｍ２または
２．８ｋｇ／ｃｍ２であり、下限は０．２ｋｇ／ｃｍ２、０．９ｋｇ／ｃｍ２または１．
５ｋｇ／ｃｍ２であり、これらの上限および下限のいずれを組み合わせてもよい。例えば
、飲料の炭酸ガス圧は、０．２ｋｇ／ｃｍ２以上４．０ｋｇ／ｃｍ２以下、０．２ｋｇ／
ｃｍ２以上３．４ｋｇ／ｃｍ２以下、０．９ｋｇ／ｃｍ２以上２．８ｋｇ／ｃｍ２以下ま
たは１．５ｋｇ／ｃｍ２以上２．８ｋｇ／ｃｍ２以下であってよい。本明細書におけるガ
ス圧とは、特別な場合を除き、容器内におけるガス圧をいう。圧力の測定は、当業者によ
く知られた方法、例えば２０℃にした試料をガス内圧計に固定した後、一度ガス内圧計の
活栓を開いてガスを抜き、再び活栓を閉じ、ガス内圧計を振り動かして指針が一定の位置
に達したときの値を読み取る方法を用いて、または市販のガス圧測定装置を用いて測定す
ることができる。
【００２９】
１．３　その他の添加物
　本発明では、本発明の効果を妨げない範囲で、必要に応じて、様々な添加物を添加して
もよい。例えば、着色料、泡形成剤、香料、発酵促進剤、酵母エキス、ペプチド含有物な
どのタンパク質系物質、アミノ酸などの調味料、アスコルビン酸などの酸化防止剤、各種
酸味料などを本発明の効果を妨げない範囲で必要に応じて添加することができる。着色料
は、飲料にビール様の色を与えるために使用するものであり、カラメル色素などを用いる
ことができる。泡形成剤は、飲料にビール様の泡を形成させるため、あるいは飲料の泡を
保持させるために使用するものであり、大豆サポニン、キラヤサポニン等の植物抽出サポ
ニン系物質、コーン、大豆などの植物タンパクおよびペプチド含有物、ウシ血清アルブミ
ン等のタンパク質系物質、酵母エキスなどを適宜使用することができる。香料は、ビール
様の風味付けのために用いるものであり、ビール風味を有する香料を適量使用することが
できる。発酵促進剤は、酵母による発酵を促進させるために使用するものであり、例えば
、酵母エキス、米や麦などの糠成分、ビタミン、ミネラル剤などを単独または組み合わせ
て使用することができる。
【００３０】
１．４　容器詰飲料
　発明の容器詰ノンアルコールビールテイスト飲料は、容器に詰められている。容器詰飲
料にはいずれの形態・材質の容器を用いてもよく、容器の例としては、ビン、缶、樽また
はペットボトルが挙げられるが、特に樽が好ましい。容器として、再栓が可能な容器も好
適に用いることができ、そのような容器としてはスクリューキャップ付きのビン、ボトル
缶またはペットボトル等が挙げられる。
【００３１】
２　容器詰ノンアルコールビールテイスト飲料の製造方法
　容器詰ノンアルコールビールテイスト飲料の製造工程として、以下にノンアルコールビ
ールテイスト飲料の製造方法と容器詰め方法について説明する。
【００３２】
２．１　ノンアルコールビールテイスト飲料の製造方法
　ノンアルコールビールテイスト飲料の製造方法は、発酵を行う場合と発酵を行わない場
合とに分けて以下に説明する。
【００３３】
(1)　発酵を行う場合の製造工程
　本発明の容器詰ノンアルコールビールテイスト飲料の製造方法に用いられるノンアルコ
ールビールテイスト飲料は、例えば、仕込み工程、発酵工程、貯酒工程およびろ過工程な
どの当業者に周知のビールテイスト飲料の製造工程によって得られる。
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　具体的には、原料を仕込釜または仕込槽に投入し、必要に応じてアミラーゼなどの酵素
を添加し、糊化、糖化を行わせ、ろ過して煮沸し、清澄タンクにて凝固タンパクなどの固
形分を取り除く。その後、さらに酵母を添加して発酵させ、ろ過機などで酵母を取り除き
、必要に応じて水や香料、酸味料、色素などの添加剤を加え、ノンアルコールビールテイ
スト飲料を得る。保存料、甘味物質、苦味物質、香料、酸味料、色素などは、発酵工程後
において所定量添加してもよいが、糊化・糖化工程を含む製造工程中の任意のタイミング
で添加してもよく、添加タイミングは限定されない。例えば、水飴などの天然甘味料を糊
化・糖化工程で添加してもよく、苦味物質を煮沸工程で添加してもよい。
【００３４】
　発酵工程は、麦、麦芽、麦芽エキス、大豆ペプチドなどと水を含む原液に酵母を添加し
、発酵を行う工程であればよく、発酵温度、および発酵期間などの諸条件は、自由に設定
することができる。原液に用いられるのは麦汁に限られず、発酵に必要な栄養源をその他
の穀物（大豆、コーン、えんどうなど）やアミノ酸、ペプチド、糖液などで供給してもよ
い。ノンアルコールビールテイスト発酵飲料を製造する場合、通常のビールや発泡酒の製
造のための発酵条件である、８～２５℃、５～１０日間、の条件で発酵させてもよい。発
酵期間は最大で１４日間である。発酵工程の途中で発酵液の温度（昇温、または降温）ま
たは圧力を変化させてもよい。
【００３５】
　発酵工程で用いる酵母は、製造すべき発酵飲料の種類、目的とする香味や発酵条件など
を考慮して選択することができる。例えばWeihenstephan－34株など、市販の酵母を用い
ることができる。酵母は、酵母懸濁液のまま麦汁に添加しても良いし、遠心分離あるいは
沈降により酵母を濃縮したスラリーを麦汁に添加しても良い。また、遠心分離の後、完全
に上澄みを取り除いたものを添加しても良い。酵母の麦汁への添加量は適宜設定できるが
、例えば、５×１０6ｃｅｌｌｓ／ｍｌ～１×１０8ｃｅｌｌｓ／ｍｌ程度である。
【００３６】
(2)　 発酵を行わない場合の製造工程
　本発明の容器詰ノンアルコールビールテイスト飲料の製造方法に用いられるノンアルコ
ールビールテイスト飲料の製造工程は、発酵工程を含まず、麦、麦芽、麦芽エキス、大豆
ペプチドなどと水を含む原液に、炭酸水または炭酸ガスを混和する混和工程によって得ら
れる。その際、必要に応じて香料、酸味料、色素などの添加剤を加えてもよい。原液に用
いられるのは麦汁に限られず、発酵に必要な栄養源をその他の穀物（大豆、コーン、えん
どうなど）やアミノ酸、ペプチド、糖液などで供給してもよい。非発酵液は混和工程の他
に、さらに、仕込み工程、糖化工程および貯酒工程などの当業者に周知のノンアルコール
ビールテイスト飲料の製造工程を含んでもよい。保存料、甘味物質、苦味物質、香料、酸
味料、色素などは、混和工程において所定量添加してもよいが、混和工程以外の他の任意
の工程において添加してもよく、添加タイミングは限定されない。
【００３７】
２．２　ノンアルコールビールテイスト飲料の容器詰め方法
　本発明の容器詰ノンアルコールビールテイスト飲料の容器詰め方法は特に限定されず、
当業者に周知の容器詰め方法を用いることができる。容器詰め工程によって、本発明の容
器詰ノンアルコールビールテイスト飲料は容器に充填・密閉される。容器詰め工程には、
いずれの形態・材質の容器を用いてもよく、容器の例としては、「１．４　容器詰飲料」
に記載の容器が挙げられる。
【００３８】
　以下に、実施例を挙げて本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれら実施例によ
っては制限されない。        
【実施例】
【００３９】
［実施例Ａ］様々な甘味度と苦味価の組み合わせを持つ、安息香酸ナトリウム300ｐｐｍ
含有のノンアルコールビールテイスト飲料を作成した場合の効果の検討
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（サンプルの調製）
　ノンアルコールビールテイスト飲料を以下の方法により、作製した。
　麦芽：仕込水　＝　１：６の重量比となるように、仕込水と麦芽を仕込層に投入して約
５０℃のマッシュを作製した。それを４０分間保持した後、徐々に昇温していき、６５℃
～７２℃の範囲で約６０分間保持して糖化させた。糖化が終了したマッシュを７６℃まで
昇温し酵素を失活させた後、麦汁濾過槽に移し、濾過を実施して麦汁を得た。得られた濾
液に温水を加えて希釈し、希釈後の麦汁１Ｌあたりホップ１ｇ、カラメル色素０．４ｇと
なるように各原料を加えて煮沸釜を用いて１００℃で８０分間煮沸した。煮沸終了後、ワ
ールプールタンクに移送して、麦汁オリを除去して約２℃に冷却した。
【００４１】
　得られた冷却液のエキス分を調整し、甘味物質（アセスルファムＫ）、苦味物質（ホッ
プ抽出物（イソα酸））および保存料（安息香酸ナトリウム）を、表２に示された実施例
１～実施例６および比較例１～比較例４の組成の通りになるように添加した。
　また、ノンアルコールビールテイスト飲料として必要な香味を有するように香料および
炭酸ガスを適切な濃度で添加し、さらに最終製品としてｐＨ３．５～４．０となるように
適切な量の乳酸を添加した。
　その後、６５℃で１０分以上の条件で殺菌操作を実施して、実施例１～実施例６および
比較例１～４を得た。実施例１～実施例６および比較例１～４のいずれも、アルコール含
有量は０．００ｖ／ｖ％であった。
【００４２】
（香味の評価）
　本明細書において、ノンアルコールビールテイスト飲料の香味を、評点法による官能試
験によって評価した。良く訓練された官能評価者５名が、収斂味の「マスキング効果」お
よびノンアルコールビールテイスト飲料としての「総合評価」について、「収斂味マスキ
ング効果」の場合は、マスキング効果が「非常にある＝３点」、「明確にある＝２．５点
」、「ある＝２点」、「ほとんどない＝１．５点」、「全くない＝１点」の５段階で、ノ
ンアルコールビールテイスト飲料としての「総合評価」の場合は、総合評価が「とても美
味しい＝３点」、「美味しい＝２．５点」、「やや美味しい＝２点」、「平凡である＝１
．５点」、「美味しくない＝１点」の５段階で評価した。
　それぞれの項目において平均点を算出し、その平均点に応じて、それぞれの実施例およ
び比較例のマスキング効果、総合評価を表２に示す４段階で評価した。
【表２】

　マスキング効果と総合評価のいずれも、平均点が１．５未満のものを不合格とした。
【００４３】
　実施例および比較例についての評価結果を表３に示す。
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【表３】

 
【００４４】
　表３に記載のとおり、甘味と苦味のバランスを調整した実施例では比較例に対して好適
なマスキング効果が認められ、ノンアルコールビールテイスト飲料としての評価も良好で
あった。
【００４５】
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［実施例Ｂ］保存料濃度の違いによる効果の検討
　保存料の濃度について検討した。
　安息香酸ナトリウムの添加量を50ppmあるいは700ppmとしたこと以外は実施例Ａと同様
の方法でサンプルの調製および評価を行った。また、同様に保存料を含まないサンプルに
ついても調製および評価を行い、参考例１とした。結果を表４に示す。
【表４】

 
【００４６】
　表４に記載のとおり、甘味と苦味のバランスを調整した実施例では、保存料の濃度が異
なっても好適なマスキング効果が認められ、ノンアルコールビールテイスト飲料としての
評価も良好であった。また、実施例のノンアルコールビールテイスト飲料としての評価は
、収斂味をもたらす保存剤を加えていない参考例と比較しても、劣らないものであった。
【００４７】
［実施例Ｃ］保存料の種類の違いによる効果の検討
　保存料の種類について検討した。
　保存料として安息香酸、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸ブチル、強
力サンプレザー（三栄源社製；安息香酸ナトリウムと安息香酸ブチルの混合品；安息香酸
ナトリウムと安息香酸ブチルの重量比が５:１）を用いた以外は実施例Ａと同様の方法で
サンプルの調製および評価を行った。結果を表５に示す。

【表５】

 
【００４８】
　表５に記載のとおり、甘味と苦味のバランスを調整した実施例では、保存料の種類が異
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評価も良好であった。
【００４９】
［実施例Ｄ］甘味物質の種類の違いによる効果の検討
　甘味物質の種類について検討した。
　甘味物質としてグルコース、マルトース、スクラロース、アセスルファムK＋スクラロ
ースの混合品（重量比３：１）を用いた以外は実施例Ａと同様の方法でサンプルの調製お
よび評価を行った。結果を表６に示す。
【表６】

 
【００５０】
　表６に記載のとおり、甘味と苦味のバランスを調整した実施例では、甘味物質の種類が
異なっても好適なマスキング効果が認められ、ノンアルコールビールテイスト飲料として
の評価も良好であった。
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